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令和６年１１月２８日 

厚 生 労 働 省 老 健 局  

認知症施策・地域介護推進課 

 

 

 貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう 

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室）  
各介護保険関係団体       御中 

← 厚生労働省 認知症施策・地域介護推進課 

         

今回の内容 

 

介護サービス事業者経営情報の報告等に関する 

システムに係る運用マニュアル等の発出について 

（事務連絡） 
 

計 109 枚（本紙を除く） 

連絡先 

T E L  : 03-5253-1111(内線 399６) 

F A X  : 03-3503-7894 



事 務 連 絡 

令和６年 11 月 28 日 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各 介 護 保 険 関 係 団 体   御中 

 

 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

 

 

介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る 

運用マニュアル等の発出について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く

御礼申し上げます。 

 介護サービス事業者経営情報の報告等については、「介護保険法第115条の44

の２の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制

度に係る実施上の留意事項について」（令和６年８月２日老認 0802 第１号、老

高発 0802 第１号、老老発 0802 第２号通知。以下「８月２日通知」という。）に

て、制度を実施する上での留意事項等をお示ししたところです。 

同通知にあるとおり、本制度における介護サービス事業者から都道府県知事

への報告は、厚生労働省において運営するシステム（以下「本システム」とい

う。）により行うこととしているところ、「介護保険法第 115条の 44の２に基づ

く介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に

向けた対応等について」（令和６年８月２日老健局認知症施策・地域介護推進

課事務連絡。以下「８月２日事務連絡」という。）において、本システムの運

用開始に向けた今後のスケジュールや、各都道府県担当者及び各事業所等にお

いて御準備いただく作業の詳細等をお示ししたところです。 

今般、８月２日事務連絡にてお示しした、本システムの運用マニュアル等に

ついて、別添資料のとおり作成するとともに、各事業者に周知するためのリー

フレットを作成いたしました。各都道府県及び介護保険関係団体におかれまし

ては、本システムの運用開始に向け、管内の市町村、介護事業者、関係団体、

関係機関等に対して、遺漏なく周知いただくよう、お願いいたします。 

なお、８月２日通知において、本システムの名称について「介護事業財務情

報データベース（仮称）」としていたところですが、別添各資料内にあるとお



り、「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」とすることとしま

したので、あわせて申し添えます。 

  

（添付資料） 

別添１【介護サービス事業者経営情報データベースシステム】操作マニュアル 

（介護事業所向け）詳細版 

別添２ 介護経営ＤＢかんたん操作ガイド（ファイル登録版） 

別添３ 介護経営ＤＢかんたん操作ガイド（画面入力版） 

別添４ 介護サービス事業者の経営情報の報告・公表 リーフレット 

別紙５ 介護サービス事業者経営情報データベースシステム  

ＧビズＩＤ取得等の手引き 

 

（操作方法動画の掲載先ＵＲＬ） 

https://www.youtube.com/watch?v=8yYa2tckrGw 

 

なお、上記の操作マニュアル、リーフレット等は厚生労働省ＨＰ

https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html 

にも掲載しております。 



令和６年度より、経営情報の報告・公表のための

新たな２つの制度が始まります！

介護サービス事業者の経営情報の報告・公表

厚生労働省では、介護サービス事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取りまく

様々な課題に対する的確な支援策を検討するため、新たに、介護サービス事業者の経営情

報のデータベースを整備し、令和７（2025）年１月から運用を開始します。

介護サービス事業者の皆さまには、以下の経営情報の報告をお願いします。

１. 【新設】 介護サービス事業者の経営情報データベース

介護サービス情報公表制度は、利用者の介護サービス事業者の選択に役立つよう、事業者

に介護サービス情報の報告を求めるものです。

今回の見直しにより、介護経営の健全性等の情報を提供するため、介護サービス事業者の

皆さまには、財務状況の分かる書類の報告をお願いします。

２. 【見直し】 介護サービス情報公表制度の見直し

介護サービス事業者の皆さまへ

報告手段主な報告事項

介護サービス事業者経営情報データベースシステム

（経営情報DB） ※新システム

・収益・費用の内容

・職員の職種別人員数

・職種別給与（※任意での報告事項）

など
報告期限

毎会計年度終了後、3か月以内

※初年度は、令和7年3月まで

報告手段新たな報告事項

介護サービス情報公表システム ※既存システム・財務状況の分かる書類

（貸借対照表、損益計算書、キャシュフ

ロー計算書など）

・職員の一人あたりの賃金

（※任意での報告事項）

報告期限

毎年度

（提出期限は都道府県ごとに異なります）

裏面もご確認ください

別添４



経営情報DB

制度に関するQ＆A

経営情報DB 情報公表制度

原則、全ての介護サービス事業者が報告の対象となります。

ただし、介護報酬が年間100万円以下の事業者や、災害等報告ができない正当な理由がある

場合は報告の対象外です。

※ 報告対象となるサービスについては、関係通知・ウェブページなどを参照ください。

報告対象となる事業者を教えてください

厚生労働省にて、ご報告いただいた経営情報等を属性別にグループ分けした上で分析を行い、

結果を公表する予定です。個人や法人を特定することができる形で公表されることはありません。

会計基準上、作成が求められていない等の事情がある場合は、資産や負債、収支の内容が分かる

簡易な計算書類でも差し支えありません。

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください

経営情報データベース

https://www.mhlw.go.jp/stf/
tyousa-bunseki.html

介護サービス情報公表制度

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaig
o-kouhyou.html

Q１

経営情報DB 情報公表制度

報告の単位は事業所・施設ごとですか？法人ごとですか？

経営情報DB

経営情報の報告にあたって、どのような準備が必要となりますか？

報告した経営情報等はどのように活用されますか？

情報公表制度

財務状況が分かる書類は、財務三表でないといけませんか？

原則、事業所・施設単位でお願いします。

なお、事業所単位で会計区分を行っていない場合など、やむを得ない場合は法人単位の報告

でも差し支えございません。

Q２

Q３

Q４

Q５

介護サービス事業者経営情報データベースシステムでの経営情報の報告には

「ＧビズＩDプライム」のアカウント取得が必要となります。

※ ＧビズIDの詳細については、以下のウェブページをご覧ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/apply/prime_sendbypost.html


